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まえがき

　国は、「スマート自治体への転換」（自治体戦略2040構想研究会「自治
体戦略2040構想研究会　第二次報告」平成30年７月）の中で、半分の職
員で自治体が本来担うべき機能を発揮できる仕組みを導入し、AI・ロ
ボティクスが処理できる事務作業はすべて自動処理することを求めてい
ます。
　自治体は、国の後押しを受けながら、RPAの導入を広げています。
しかし、成果を出している自治体がある一方で、よくわからない、ある
いは手段であるはずの RPAが自己目的化するのではないかという懸念
を持っている自治体があります。こうした疑問に応え、RPA化の現状、
効果や課題と対策を扱った書籍はありませんでした。
　そこで、自治体の職員に向けて、RPAを多面的に理解し、効率的か
つ効果的に展開するという狙いのもと本書を刊行することといたしまし
た。
　本書は、基礎自治体における RPAの実証実験・運用に向けて、プロ
ジェクト等を構成し、対象業務選定からシナリオ作成、運用までの一連
のプロセスに取り組む様々な事例を紹介しています。これらの事例は、
RPA化を進めるうえで課題解決となる有効な情報を提供するとともに
多くの示唆を与えてくれています。
　2019年10月から12月にかけて、著者が訪問ヒアリングを行った14団体
（うち１団体はデジタル化事例）２グループ及び55団体のアンケート結
果を収めています。大・中・小規模団体に加えて、県等による基礎自治
体への RPA共同調達の支援の例も盛り込みました。これを知ることに
よって、
• �RPA化以前の「業務の可視化」やデジタル化に役立ちます。
• �RPAの知識ゼロから、RPAの概要、できることとできないことがわ
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かります。
• �RPA化の進め方、部門間の役割分担、展開に役立ちます。
• �RPA導入に際して早期に効果を得ることと、失敗を回避することが
できます。
　これから RPAの導入を考えている行革部門または情報部門の責任
者・担当者、そして、繁閑差の大きい業務、パソコンに向かって定型業
務を繰り返す業務等に従事している担当者の方々にとって、参考になれ
ば幸いです。
　本書は多くの方々に支えられて成り立っています。取材に協力いただ
き、原稿確認、そして庁内調整にご尽力いただいた14団体２グループの
皆様、アンケートにお答えいただいた55団体の皆様に感謝申し上げます。
　また、このような機会をいただいた学陽書房の宮川純一様に感謝申し
上げます。

2020年３月
編著者　津田　博　
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1 「スマート自治体への転換」と自治体
１　2040年構想で「スマート自治体への転換」提言
　日本の高齢者人口は2040年頃にピークを迎えます。一方、2019年生ま
れの子どもの数が90万人を下回る見通しとなる等、少子高齢化の流れは
留まるところを知りません。2040年頃は総人口が毎年100万人近く減少
する一方、高齢者人口（65歳以上人口）がピークに達します。
　自治体においても若年労働力の確保が困難に陥る一方、超高齢化の進
行や行政需要の多様化・複雑化などによって行政需要は増大します。
　自治体行政に影響を及ぼす事態・課題への対処策として、自治体戦略
2040構想研究会が打ち出したのが「AI（人口知能）・ロボティクス1等の
破壊的技術を使いこなすスマート自治体への転換」です。研究会が想定
するスマート自治体の姿は、①従来の半分の職員でも自治体が本来担う
べき機能を発揮できる仕組みを導入・運用する、②AI・ロボティクス
が処理できる事務作業はすべてAI・ロボティクスによって自動処理す
るとし、すべての自治体が2040年頃までに転換することを求めています。

1 �　主として RPA（Robotic�Process�Automation）のことを指します。

なぜ自治体に
RPAが必要なのか

第1章



10

２　自治体における経営手法の導入
　自治体では、業務効率化等のため、民間企業で実践している様々な経
営手法を導入してきました。岩手県滝沢市は、「求める価値を戦略的に
考え、行動している」レベルの取組みが認められ日本経営品質賞を受賞
しました（2006年の受賞時は「滝沢村」）。千葉県松戸市は、SWOT分
析を活用したBPR（Business�Process�Re-engineering）の取組みを全庁
的に実施しています。また、活動ごとの原価を算出し分析する管理会計
の一手法であるABC 分析（Activity�Based�Costing：活動基準原価計
算）の導入も一部の団体で実施されました。
　こうした経営手法を取り入れた抜本的な BPRの取組みは、民間企業
に比べて自治体では広がっていません。BPRにおける ICT化について、
民間企業では、システム投資がコスト削減や売上増を見込める場合に実
施できるのに対し、自治体は予算の範囲内でしか実施できない制約があ
ります。総務省の「自治体 CIO 育成地域研修教材」2では「ICTシステ
ム導入時に、事前の業務プロセスの見直し（BPR）が不徹底であったた
め、システムの改修費がかさみ、大規模な制度改正等への対応を難しく
している」と、課題とその背景を述べています。

2 自治体業務の可視化
１　自治体業務可視化の必要性
　RPA化は、ロボットが人に代わりパソコン操作を行うことで、作業
の軽減や入力ミスの防止につながり、職員はよりクリエイティブな業務
に時間を割くことができる仕組みの構築であると期待されています。
　しかし、どの業務に RPAを適用し、空いた時間をどの業務に従事さ
せるか、といった具体策が示されることは稀です。業務分析ができれ
ば、RPAの適用対象か否か、RPA以外のツールで対応すべきか、ある
いは廃止すべきか、といった判断への見晴らしがよくなります。BPR
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を行うためには、前提となる現状業務の棚卸しが欠かせません。
　筆者が行ったRPAのアンケート調査では、RPA化対象業務の選定に
おいて、「対象業務可視化済み」を挙げたのは、55団体のうち４団体の
みでした（図表6-14）。業務の可視化を難しくしている理由は、次のこ
とが考えられます。
　•�職員が自部署の業務を漫然と理解しているため、業務量の定量把握
を必要としない

　•�業務の可視化やBPRによって自らの業務が縮減される懸念を持つ
　•�業務の時間測定は、煩わしい上に膨大な作業量になる
　•�業務の可視化ができても、効率化に向けた方策を実施するための道
筋が見えにくい

　現在は、人手不足から人員減を考える必要がなく、業務の効率化のた
めにも棚卸しが必要になります。以下では、それを実施した大阪府泉大
津市の事例を紹介します。

２　大阪府泉大津市の業務改革
　大阪府泉大津市は、市長をトップとする行財政改革推進本部会議を中
心に業務改革推進プロジェクト（総務省の平成30年度業務改革モデルプ
ロジェクトとして実施）を全庁的に展開しました。泉大津市では、業務
効率化の検討に当たっては、昨今目まぐるしく進歩するAI や RPAと
いった ICTを活用することが重要だと判断しています。
⑴業務過多と考えられる部署の業務棚卸
　本プロジェクトでは、窓口対応とデスクワークの両方を対象としてお
り、業務過多と考えられる窓口担当部署10課と全庁的な管理事務を行っ
ている部署２課の全12課を対象に業務の棚卸しを実施しました。対象課

2 �　「1-4自治体全体の課題及び ICTシステムの課題認識　７．自治体 ICTシステムの現状と課題」
参照。
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は、市民課、税務課、保険年金課、子育て応援課、こども育成課、高齢
介護課、障がい福祉課、生活福祉課、福祉政策課、人権くらしの相談
課、人事課、会計課です。
　現行業務の現状把握に当たっては、業務マニュアル等を参考に、各課
で行っている業務プロセスの仮説（たたき台）を作成し、当該仮説資料
をもとに全対象課にヒアリングを行い、業務の流れや作業内容、各課が
抱える課題を確認しました。また、ヒアリングで確認した業務プロセス
の作業ごとに業務量や専門性の有無、業務システムや紙等の作業の際に
操作・処理する媒体を把握するための調査を実施し、その結果をもとに
業務時間や ICT・アウトソーシングの導入可能性、導入した場合の業
務量削減効果を検討しました。
　図表1-1は、各事務（転入、転出等）に共通する作業レベルに分解し

出所：大阪府泉大津市提供

①申請受付 申請受付／申請書類の確認等に係る事務
②相談/面談 相談／面談に係る事務
③入力 申請情報登録／結果登録等に係る事務
④確認 入力内容や出力内容の突合に係る事務
⑤帳票作成 システム等からの帳票出力／出力結果の確認に係る事務
⑥データ抽出 /加工 対象者抽出やExcel 加工を伴う事務
⑦審査/決裁 審査、認定、選考、決裁等
⑧交付/通知 通知出力／封入封緘／送付等に係る事務
⑨徴収、支払 手数料徴収、市金庫収納等の現金扱いに係る事務
⑩書類整理 書類の仕分け、整理、保管に係る事務
⑪連携 庁内外からの依頼、資料受領、提出、連絡に係る事務
⑫訪問、調査 訪問準備、訪問／調査分析関係の業務
⑬統計/集計 統計資料／報告資料作成等
⑭問い合わせ 市民からの問い合わせ対応全般
⑮会議/イベント 説明会、委員会／イベント開催に向けた各種調整、当日対応等
⑯事業計画等 事業計画の立案・検討等に係る事務
⑰施設管理 設備点検、備品手配等に係る事務
⑱その他 上記①～⑰以外の業務全般（勤怠管理、旅費申請等を含む）

  図表 1-1   業務量調査結果整理における作業の分類
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たもので、「⑱その他」は、①～⑰以外の業務全般です。
　図表1-2の業務量調査は、2018年７月から８月にかけて各業務所管課
に依頼のうえ、各作業に係る業務量を割合で把握したものです。なお、
筆者は図表1-2の業務時間の割合は、自治体間で大きく変わることはな
く共通していることを複数団体で確認しています。
　業務量調査の結果、③入力、④確認、⑤帳票作成、⑥データ抽出、⑩
書類整理、⑪連携、⑬統計／集計といった事務作業が約５割と多く、①申
請受付及び②相談／面談の窓口対応は、いずれの課も１～２割程度と窓
口業務として役割を持つものの作業時間の割合は低いことがわかります。
　また、すべての課で③入力業務は高い割合で実施していることがわか
ります。人事課、会計課を除く窓口業務のある10課について、窓口業務
（①申請受付＋②相談／面談）と③入力を比較した場合、７課が入力の
割合が高く、残りの３課（子育て応援課、福祉政策課、人権くらしの相
談課）のみ窓口業務の割合が高くなっていることがわかります。ただ
し、窓口業務は、事務作業よりも優先されるため、事務作業が中断3さ
れることになり、元の状態に戻すために時間がかかります。
　訪問業務については比較的業務量の多い生活福祉課や、子育て応援課
においても１割程度となっていました。
⑵コア業務とノンコア業務
　正規職員が実施する必要のある業務を「コア業務」（例えば、審査が
あるもの、法令上の必要性があるもの、セキュリティ上必要なもの）、
正規職員以外による実施について検討の余地のある業務を「ノンコア業
務」（例えば、定型的業務、職員権限での実施が不要な業務等）と分類4

3 �　電話や会話で仕事がいったん中断すると、中断前と同じ状態に戻るのに21秒かかるという報告
（松波晴人『ビジネスマンのための「行動観察」入門』講談社現代新書、2011年、p.161）があります。
パソコン操作では、ログイン画面に戻り、再度同じ画面を呼び出すにはさらに時間を要します。
4 �　民間企業では、コア業務は利益に直結する業務、ノンコア業務はコア業務を支援する業務に分類
しています。
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